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地方独立行政法人山梨県立病院機構 

山梨県立中央病院 



 

１ 選定基準の趣旨 

・この基準は、山梨県立中央病院入院患者等給食業務委託事業者選定委員会 

（以下、「選定委員会」という。）が事業者候補者を選定するための採点の 

手順及び選定基準を定めたものである。 

 

２ 評価機関 

・選定委員会は、本選定基準に従って提案事業者の評価を行う。 

・山梨県立中央病院は受託者の決定にあたり、選定委員会の評価を参考にす

るものとする。 

 

３ 評価の方法 

 ・選定委員会は、参加者の提案書及び見積書を参考に、本選定基準、山梨県

立中央病院入院患者等給食業務委託実施仕様書及びプロポーザル実施要領

に基づき、下記の手順によって採点を行う。 

（１）価格及び技術評価 

① 区分及び配点 

  ・価格及び技術評価の区分及び配点は、下記の表のとおりとする。 

区分 審 査 項 目 配 点 

価格評価 見積価格  50 点 
170 点 

技術評価 技術提案 120 点 

② 価格評価 

・価格点は、次の採点方法に基づいて算出した点数とする。 

価格点＝｛１－見積価格／（予定価格－消費税相当額）｝×50 点 

  ・ただし、見積価格は、予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額

（当該額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額（以

下「消費税相当額」という。））を除いた額の範囲内にあること。 

・価格点の算出に当たっては、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位

までを有効とする。 

③ 技術評価 

・提案事業者が提出する提案書、見積書及びプレゼンテーションに対し、

下記の評価項目及び配点に基づき採点を行う。 

・評価にあたっては、別添「提案書評価基準」を参考にする。 

・技術点の算出に当たっては、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位

までを有効とする。 

 



  技術提案評価項目及び配点 

技 術 評 価 評 価 項 目 配 点 

（１） 
業務実績 

・経営状況 

・他病院等での受託実績 
5 点 

（２） 
業務運営 

・業務運営方針（基本的な考え方） 

・実施体制、人員配置、従業員確保 
5 点 

（３） 

給食業務 

 

・栄養管理・献立計画・選択食 

・給食材料・食材費（１日３食平均）設定 

・調理・盛付 

・配膳・下膳 

・その他（食器洗浄・管理、設備・備品管 

理、残飯処理等） 

70 点 

(40) 

(10) 

(10) 

（5） 

(5) 

（４） 教育 ・教育研修体制 10 点 

（５） 衛生管理 ・給食材料、従事者 5 点 

（６） 危機管理 ・非常時の対応 5 点 

（７） 自由提案 ・患者サービス向上への取組み、提案 20 点 

  合計 120 点 

 

４ 事業者候補者の選定 

・価格点及び技術点の合計点数が最も高い者を、委託事業者候補者として選 

定する。 

・合計点数が最も高い者が２者以上あるときは、次の順序で候補者を選定す

る。 

① 技術点が高い者 

② 技術点が同点かつ見積価格が同額の場合は、くじ引きにより候補者

を選定する。この場合において、くじ引きに立ち会わない者又はくじ

を引かない者があるときは、その者に代わって選定事務に関係のない

職員にくじを引かせて決定する。 

 ・技術点が基準点（50 点）未満となった事業者は、候補者として選定しない。 

 

５ 提案者が 1 者の場合の取扱い 

・提案者が１者の場合でも、選定委員会において評価を行い、当該者の提案

によって本件業務を確実に履行することができると判断した場合は、当該

者を候補者として選定する。 


